
令和２年３月１１日 

新井小学校保護者の皆様 

新井小学校長 杉渕 尚 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う臨時休業の継続及び学校の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染防止を目的とした臨時休業の実施に際しましては、皆

様から多大なご理解・ご協力をいただき、深く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、都内小学生への感染が確認されるなど、依

然として予断を許さない状況にあります。一方、児童・生徒の日中の居場所については、

様々な事情から区や学校に対し一層の支援や対応が求められているところです。 

こうしたことから、教育委員会では臨時休業の継続を決定するとともに、各校において

は下記のとおり実施することとしましたので、お知らせします。 
 

記 
 

１ 臨時休業期間 

  令和２年３月１６日（月）から３月２５日（水）を臨時休業日とします。 

   

２ 臨時休業期間中の学校対応 

(1)これまで行ってきた臨時休業期間中の対応を継続します。 

  ・小学校 学童保育（平日・土曜日８：００～１９：００ 民間は８：００～２０：００） 

  ・小学校 校庭遊び場開放（平日・土日・祝日 １４：００～１７：００）＊全小学校で実施 

  ・児童への個別対応 

 

(2)３月１７日（火）以降、希望者を対象に、学年別学習指導を実施します。 

実施日：17日（火）、18日（水）、19日（木）、23日（月）の 4回 

学年 時間 場所 内容 

１年生・３年生・４年生 10:00～11:10 

各教室 

 

 

 

 

＊給食はありません。 

２年生・５年生 11:00～12:10 

６年生・こだま学級 13:00～14:10 

 ・希望者を対象に実施しますので、登校班での登校は実施しません。 

・欠席している児童に対して、学校から確認の電話等は行いません。 

・給食は実施しません。 

・昇降口での混雑による感染を防ぐために、下履きのまま教室に入ります。 

（上履きの持参は不要です） 

・登校前には検温を実施し、体調不良や発熱がある場合（微熱も含む）の参加は見合わ

せてください。 

・各学年の持ち物や個別の連絡事項は明日（3月12日）にメールやホームページにてお知
らせします。 

・宿題確認やプリント指導 

・連絡事項の伝達 

・荷物整理・持ち帰り 

・校庭・体育館での運動 

・卒業式の練習     など         



３ 卒業式    規模・時間を縮小して実施します。 

 

(1)日 時   令和２年３月２４日（火）１０：００開式 

(2)参列者   卒業生及びその家族（各家庭２名まで）   ＊来賓は参列しません。 

       ５年生は式には参列しませんが、校庭での送別に５年生の希望者が参加

します。（他学年は参加しません） 

(3)出 欠   授業日としますが、欠席する場合も出席として扱い、別途個別に卒業証 

書を授与します。担任までご相談ください。 

(4)その他   ・登校前の検温と式中もマスク着用をお願いします。 

       ・式場では換気を行いますので、上着等をご用意ください。 

        ・５年生の送別の詳細については、追ってご連絡します。 

 

４ 閉校式・修了式    規模・時間を縮小して実施します。 

 

(1)日 時   令和２年３月２５日（水） ９：３０開式 

         ※第１～５学年の児童全員、９：１０～９：２０までに学校へ着くよう 

に家を出発させてください。 

※登校班での登校は行いません。 

(2)会 場   体育館及び各教室 

(3)式の概要  ア 体育館における式（第一部）   

           参列者：第５学年児童、教職員及び教育長（全員マスク着用） 

           内 容：校長挨拶、校旗返納、校歌斉唱のみ 

（第１～４学年の児童はこの間教室で待機または学級指導を行います） 

        イ 各教室における式（第二部） 

          ・全学年児童が教室にて放送による修了式と閉校式に参加します。

       ・今年度の卒業生で閉校式への参加を希望する児童は、教室にて参

        加できます。 

※体育館での式終了後、校長から校内放送にて児童への話と区の 

挨拶の代読を行います。 

 

(4)その他   ・式終了後、各教室で、修了証（通知表）の授与、春休みの過ごし方や 

４月の始業式等の連絡をします。 

        ・個人の荷物等の整理とその持ち帰りをします。 

        ・臨時休業中の登校日としての扱いとなります。登校しなくても、欠席 

         にはなりません。欠席の際は、修了証（通知表）の授与やその他の連 

絡を個別に行いますので、担任までご連絡ください。 

※春季休業中は、工事や移転等の関係上、原則校舎内に立ち入れないため、このときに持ち帰

れない事情がある場合は、３月２５日（水）中に保護者が取りに来るなど、個別にご対応いた

だきますようお願いします。



５ 臨時休業期間中の過ごし方 

  各ご家庭では、以下の点について、特にご留意願います。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

６ その他 

 

 ・ 臨時休業期間中、適応指導教室も閉室としますが、教育相談室の相談業務は通常通 

   り実施します。また、学童保育や幼稚園預かり保育も実施します。 

 

 ・ 臨時休業期間中の遊び場開放は、平日・土日・祝日の１４：００から１７：００ま

で実施します。春季休業中は平日９：００～１７：００までの実施となります。 

・感染症感染防止の観点から基本的に自宅で過ごします。 

・毎朝の検温とその記録を行い、お子様の健康状態の把握をお願いします。 

（春休み期間も継続します。） 

・不要不急の外出については、可能な限り避けます。特に、繁華街や遊戯場（ゲー

ムセンター・カラオケ等）など不特定多数の人が集まる場所や密室となる施設に

出かけることは、できる限り避けるようにお願いします。 

・規則正しい生活を保つようにします。 

・お子様が自分自身で学習を進められるよう、ご支援をお願いします。 

・新型コロナウイルス感染症に罹患または罹患した疑いのある場合、家族に同様の

疑いがある場合は外出を控え、保健所や医療機関に相談するとともに、速やかに

学校にも連絡をお願いします。 


